
宇
宙
基
本
法
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
宇
宙
開
発
利
用
は
日
本
国
憲
法
の
平
和
主
義
の
理
念
を
基
調
と
し
、
宇
宙
環
境
と
の
調
和
・
共
生
を
図
り
つ
つ
、
国
民
生

活
の
向
上
の
み
な
ら
ず
、
地
球
全
体
の
利
益
向
上
に
資
す
る
よ
う
配
慮
し
て
行
う
こ
と
。

　
ま
た
、
宇
宙
開
発
利
用
に
関
す
る
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
、
必
要
な
施
策
を
講
じ
る
に
当
た
っ
て
は
、
情
報
の
透
明

性
を
可
能
な
限
り
確
保
し
、
宇
宙
開
発
利
用
に
伴
い
生
じ
た
成
果
を
十
分
に
国
民
に
伝
え
広
め
る
体
制
を
整
備
す
る
よ
う
努

め
る
こ
と
。

二
、
内
閣
に
宇
宙
開
発
戦
略
本
部
を
設
置
し
、
中
枢
機
関
と
し
て
我
が
国
の
宇
宙
開
発
利
用
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計

　
画
的
に
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
．
宇
宙
科
学
の
振
興
に
携
わ
る
有
識
者
の
意
見
を
十
分
に
取
り
入
れ
、
施
策
に
反
映
さ
せ

　
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

三
、
宇
宙
開
発
戦
略
本
部
に
関
す
る
事
務
の
処
理
を
行
う
組
織
を
整
備
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
宇
宙
基
本
計
画
の
作
成
、
宇
宙

　
開
発
利
用
に
係
る
関
連
法
案
の
整
備
、
宇
宙
開
発
利
用
に
係
る
予
算
の
管
理
等
に
つ
い
て
、
牢
宙
開
発
利
用
に
関
す
る
政
策



を
戦
略
的
、
総
合
的
か
つ
一
体
的
に
推
進
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

　
ま
た
、
そ
の
組
織
の
長
に
は
特
定
の
増
益
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
大
局
的
な
判
断
が
で
き
る
者
を
充
て
る
よ
う
努
め
る
こ
と

と
し
、
そ
の
組
織
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
省
庁
か
ら
偏
っ
た
登
用
を
す
る
こ
と
な
く
、
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研

究
開
発
機
構
そ
の
他
宇
宙
開
発
利
用
に
関
係
す
る
機
関
、
あ
る
い
は
宇
宙
開
発
利
用
に
携
わ
る
民
間
企
業
か
ら
幅
広
く
登
用

す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

四
、
本
法
の
施
行
後
一
年
を
目
途
に
、
内
閣
府
に
宇
宙
開
発
戦
略
本
部
に
関
す
る
事
務
の
処
理
を
行
わ
せ
る
に
当
た
っ
て
は
、

　
宇
宙
開
発
戦
略
本
部
に
関
す
る
事
務
の
処
理
を
行
う
組
織
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
宇
宙
開
発
利
用
に
関
す
る
政
策
を
戦
略
的
、

　
総
合
的
か
つ
一
体
的
に
推
進
す
る
た
め
の
、
将
来
の
推
進
体
制
を
見
据
え
て
検
討
し
た
上
で
、
必
要
な
法
制
の
準
備
そ
の
他

　
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　
　
ま
た
、
内
閣
府
に
お
い
て
宇
宙
開
発
戦
略
本
部
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
省
庁
と
緊
密
な
連
携

　
を
と
り
、
　
一
体
的
か
つ
戦
略
的
に
行
う
こ
と
。

五
、
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
に
つ
い
て
は
、
本
法
に
掲
げ
る
宇
宙
開
発
に
関
す
る
基
本
理
念
を
実
現
す
る
た

　
め
、
宇
宙
基
本
計
画
に
従
っ
て
運
営
す
る
と
と
も
に
、
目
的
、
機
能
、
業
務
の
範
囲
、
組
織
形
態
の
在
り
方
、
所
管
す
る
行

　
政
機
関
等
に
つ
い
て
、
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法
の
見
直
し
も
含
め
、
本
法
の
施
行
後
一
年
を
目
途
に
検

　
討
す
る
こ
ど
。

　
　
そ
の
他
の
宇
宙
開
発
利
用
に
関
係
す
る
機
関
の
統
合
等
に
つ
い
て
も
、
本
法
の
施
行
後
一
年
を
目
途
に
検
討
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
宇
宙
開
発
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
宇
宙
開
発
戦
略
本
部
と
の
関
係
に
お
い
て
、
そ
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る

　
こ
と
。



六
、
本
法
の
施
行
後
二
年
以
内
を
目
途
に
、

　
る
法
制
を
整
備
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

宇
宙
開
発
利
用
に
関
す
る
条
約
等
に
従
い
、
宇
宙
活
動
に
係
る
規
制
な
ど
に
関
す

右
決
議
す
る
。

」


